
『規制・サービス改革部会』について 

・設置日：平成25年２月８日 

・設置趣旨：大阪の改革（成長戦略、行政改革等）に必要な規制改革と行政サービスの改善策を 

      考えるため、府市の行政改革、法務、企画部門がタスクフォースメンバーとなり、 

      府市の条例・運用、国の法令・通達等を対象に検討 

☆施設利用サービス、窓口 
  サービスの改善 

住民サービス 
改善 

☆事務事業（制度・慣行） 
  の見直し 

庁内ルール 
の見直し 

府市統合本部会議に報告 

☆大阪版コミュニティ開発 等 特定テーマ 

業規制の 
見直し 

資料２ 

従来からの取組 規制改革会議の提言を受けた新たな取組 

☆提言の実施・検討状況を 
 府市統合本部会議へ適宜 
 報告 

提言実行の 
進捗管理 

☆事業者に対する規制・制度 
 の改善（土地空間利用、 
 起業、物流促進、観光等）  
 
☆条例・審査基準の国・ 
 他都市比較（改善） 

☆工程表の作成 
☆国（内閣府規制改革ホット 
  ライン） への提言 
☆府市の条例・運用等の 
  速やかな改善 

提言への 
対応 

＜H25成果＞ 
資料2ｰ1 
・事業者ﾆｰｽﾞの
調査結果を規制
改革会議資料と
しても活用 
・部局と調整し
た上で条例改正
等実施 

＜H25成果＞ 
資料2-4 
資料2-5 

＜H25成果＞ 
資料2-2 
資料2-3 


